
週刊 避難者応援情報紙

皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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江戸三大祭りの一つ神田明神(東京都)の「神田祭」で、

相馬野馬追公演が行われました。



被災自治体News

江戸三大祭りの一つ神田明神（東京都）の「神田祭」で、相馬野馬追公演が行われました。

あいにくの雨でしたが、沿道には多くの見物客が詰め掛け、都心を進軍する甲冑騎馬武者にレンズを

向けたり、声援を送ったりしていました。

神田祭への参加は、野馬追にゆかりのある平将門が神田明神に祭られていることが縁で、平将門交流

事業として平成15年から隔年で行われています。

出演した騎馬武者9騎は、秋葉原や日本橋を4kmにわたり練り歩き、口上や礼螺（れいがい）などを

披露して、相馬野馬追の魅力をPRしました。

© City of Minamisoma

浜通り×さんじょうライフvol.3072

13５ 土



3,034合 計

南相馬市民の避難状況 ※南相馬市外に避難している人数

【都道府県別】 平成29年4月30日現在

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

福島県 3,034 群馬県 95 青森県 16 大分県 4 宮崎県 1

宮城県 1,159 北海道 48 愛知県 15 福岡県 3 和歌山県 -

茨城県 447 長野県 45 福井県 12 佐賀県 3 鳥取県 -

新潟県 425 山梨県 43 沖縄県 12 三重県 2 徳島県 -

東京都 407 秋田県 37 岐阜県 9 山口県 2 高知県 -

山形県 391 岩手県 36 滋賀県 9 香川県 2 熊本県 -

埼玉県 383 静岡県 27 京都府 9 愛媛県 2 鹿児島県 -

栃木県 305 石川県 26 岡山県 8 富山県 1 海外 9

千葉県 243 大阪府 21 長崎県 8 奈良県 1 合 計 7,554

神奈川県 232 兵庫県 17 広島県 4 島根県 1

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

福島市 782 本宮市 28 田村市 8 楢葉町 3

相馬市 692 喜多方市 24 桑折町 7 天栄村 2

いわき市 473 会津坂下町 20 金山町 7 泉崎村 2

郡山市 364 鏡石町 15 棚倉町 7 鮫川村 2

新地町 137 西郷村 15 会津美里町 6 浅川町 2

会津若松市 115 川俣町 13 矢吹町 6 小野町 2

須賀川市 69 西会津町 11 古殿町 5 国見町 1

二本松市 68 猪苗代町 11 北塩原村 5 矢祭町 1

伊達市 68 大玉村 9 広野町 4

白河市 38 三春町 9 南会津町 3

71,561人平成23年3月11日現在の人口

7,170人市内転居

16,723人

9人

11,195人

5,519人

7,554人

(4,520人)

7,554人

47,284人

1,458人

2,808人

35,848人

計

所在不明

転出

死亡（震災以外の死亡含む）

その他

計

（うち福島県外）

市外の知人宅や借上げ住宅等

市外避難者

計

市内の仮設住宅

市内の知人宅や借上げ住宅等

自宅居住

市内居住者

2,885人―
他市町村
の避難者

57,180人71,561人計

41,120人47,116人原町区

11,400人11,603人鹿島区

1,775人12,842人小高区

平成29年
4月30日現在の

居住者数

平成23年
3月11日現在の

人口

※平成23年3月11日以降の転入者および他市町村
からの避難者を含むため、避難の状況の市内居
住者数と合計の数が異なります。

南相馬市からのお知らせ

被災自治体News

(3/30 8,023)

(3/30 3,236)

浜通り×さんじょうライフvol.307 3



被災自治体News

平成29年8月採用予定 南相馬市職員≪任期付職員≫を募集します

5月15日HP更新

4人程度土木

6月1日(木)

※当日消印有効

10人程度一般行政

受付期限採用予定数募集職種

募集職種・受付期限

※ 受験申し込み受け付けは簡易書留による郵送に限ります。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

・月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

・土曜日・日曜日 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書(職種)請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分

宛て）を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイルをダウン

ロードしてください。

受験資格

〔一般行政〕

年齢・学歴は問いません。

〔土木〕

１級または２級土木施工管理技士の資格を有する方

年齢要件はありません。

※ 両職種とも、パソコン（ワード、エクセルなど）操作、普通自動車免許は必須です。

試験日

６月１８日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

試験内容

教養試験、適性検査、作文試験、専門試験（土木職のみ）

問い合わせ 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

浜通り×さんじょうライフvol.3074



被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.307 5

平成30年4月採用予定 南相馬市職員≪社会人経験者≫を募集します

5月15日HP更新

次ページへ続きます

募集職種・受付期限

※ 受験申し込み受け付けは簡易書留による郵送に限ります。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

・月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

・土曜日・日曜日 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書(職種)請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分

宛て）を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイルをダウン

ロードしてください。

受験資格

〔一般行政〕

以下の全てに該当する方

(1) 昭和３７年４月２日～昭和５８年４月１日に生まれた方

(2) 民間企業などにおける職務経験を直近５年（平成２９年３月３１日現在）有する方、または公務

員などにおける職務経験を直近２年(平成２９年３月３１日現在)有する方

※いずれも学歴は問いません。

〔幼稚園教諭・保育士〕

以下の全てに該当する方

(1) 昭和５３年４月２日～昭和６３年４月１日に生まれた方

(2) 幼稚園教諭普通免許および保育士資格の両方を有し、保育士登録済みの方

(3) 幼稚園教諭または保育士の職務経験を通算５年以上(平成２９年３月３１日現在)有する方

1人程度学芸員（自然分野）

1人程度学芸員（歴史分野）

1人程度司書

6人程度幼稚園教諭・保育士 8月24日(木)

※当日消印有効

2人程度一般行政

受付期限採用予定数募集職種



被災自治体News
〔司書〕

以下の全てに該当する方

(1) 昭和５３年４月２日～昭和６３年４月１日に生まれた方

(2) 図書館法による司書の資格を有する方

(3) 公共図書館職員として司書業務経験を通算５年以上(平成２９年３月３１日現在)有する方

〔学芸員（歴史分野）〕

以下の全てに該当する方

(1) 昭和４２年４月２日～昭和５８年４月１日に生まれた方

(2) 博物館法による学芸員の資格を有する方

(3) 私立・公立を問わず、博物館などにおいて、学芸員として専門分野（歴史）の実務経験を通算

１０年以上(平成２９年３月３１日現在)有する方

〔学芸員（自然分野）〕

以下の全てに該当する方

(1) 昭和４２年４月２日～昭和５８年４月１日に生まれた方

(2) 博物館法による学芸員の資格を有する方

(3) 私立・公立を問わず、博物館などにおいて、学芸員として専門分野（自然）の実務経験を通算

１０年以上(平成２９年３月３１日現在)有する方

＊受験資格の詳細については、必ず受験案内を確認してください。

試験日

９月１７日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

試験内容

社会人基礎試験、作文試験、適性検査

問い合わせ 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

浜通り×さんじょうライフvol.3076



被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.307 7

平成30年4月採用予定 南相馬市職員≪大学卒程度≫を募集します

5月15日HP更新

2人程度土木

6月8日(木)

※当日消印有効

10人程度一般行政

受付期限採用予定数募集職種

問い合わせ 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種・受付期限

※ 受験申し込み受け付けは簡易書留による郵送に限ります。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

・月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

・土曜日・日曜日 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書(職種)請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分

宛て）を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイルをダウン

ロードしてください。

受験資格

〔一般行政〕

昭和５８年４月２日～平成８年４月１日に生まれた方（学歴は問いません。）

〔土木〕

昭和５３年４月２日～平成８年４月１日に生まれた方で、次のいずれかに該当する方

(1) 大学で土木の専門課程を履修した方、または平成３０年３月末日までに履修見込みの方

(2) 高等学校、高等専門学校で土木の専門課程を履修した方

(3) １級または２級土木施工管理技士の資格を有する方

試験日

６月２５日（日）

試験会場

・南相馬会場 南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

・東京会場 杉並区立阿佐ヶ谷中学校（東京都杉並区阿佐谷南1-17-3）

試験内容

教養試験、専門試験、適性検査



被災自治体News

平成30年4月採用予定 南相馬市職員≪保健師・管理栄養士≫を

募集します 5月15日HP更新

1人程度管理栄養士

7月31日(月)

※当日消印有効

3人程度保健師

受付期限採用予定数募集職種

問い合わせ 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種・受付期限

※ 受験申し込み受け付けは簡易書留による郵送に限ります。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

・月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

・土曜日・日曜日 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書(職種)請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分

宛て）を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイルをダウン

ロードしてください。

受験資格

〔保健師〕

昭和６３年４月２日～平成９年４月１日に生まれた方で、保健師免許を有する方、または平成３０

年４月末日までに免許取得見込みの方

〔管理栄養士〕

昭和６３年４月２日～平成８年４月１日に生まれた方で、管理栄養士免許を有する方、または平

成３０年４月末日までに免許取得見込みの方

試験日

８月２１日（月）～２５日（金）のうち指定する日

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

試験内容

教養試験、適性検査、作文試験、個人面接、身体検査

浜通り×さんじょうライフvol.3078



被災自治体News

平成30年4月採用予定 南相馬市職員≪幼稚園教諭・保育士≫を

募集します 5月15日HP更新

6人程度幼稚園教諭・保育士
8月24日(木)

※当日消印有効

受付期限採用予定数募集職種

問い合わせ 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種・受付期限

※ 受験申し込み受け付けは簡易書留による郵送に限ります。

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課総合案内係および各区役所市民福祉課総合案内係で配布します。

・月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 各総合案内係で配布

・土曜日・日曜日 午前８時３０分～午後５時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書(職種)請求」と朱書きし、返送用に１２０円切手を貼った宛先（自分

宛て）を明記した角形２号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. ホームページからダウンロードできます。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、応募の際に全てのファイルをダウン

ロードしてください。

受験資格

〔幼稚園教諭・保育士〕

昭和６３年４月２日～平成１０年４月１日に生まれた方で、幼稚園教諭普通免許および保育士資

格の両方を有し、かつ、幼稚園教諭普通免許が採用時に有効な状態となっており、保育士登録

済みの方、または平成３０年３月末日までに免許取得・登録見込みの方

試験日

９月１７日（日）

試験会場

南相馬市役所（南相馬市原町区本町2-27）

試験内容

教養試験、適性検査、作文試験

浜通り×さんじょうライフvol.307 9



被災自治体News

南相馬市木造住宅耐震診断者派遣制度のご案内

5月15日HP更新

市では、旧耐震基準の木造住宅の所有者で耐震診断を希望する方に、木造住宅耐震診断者

を派遣します。

耐震診断は、建築士事務所に所属する福島県木造住宅耐震診断者名簿に登録された建築士

が設計図などを基に現地調査を行い、倒壊する可能性の有無について一般診断を行います。

また、診断の結果耐震基準に適合していない場合は、耐震改修計画(耐震壁の位置、耐震改

修工事費の概算など)を作成します。

対象となる住宅

次の要件を全て満たす住宅

1. 所有者が自ら居住する住宅

2. 昭和５６年５月３１日以前に着工された一戸建ての住宅

（併用住宅の場合は、住宅の部分の床面積が延べ面積の１/２以上のもの）

3. 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁（ツーバイフォー）工法による木造３階建て以下の住宅

4. 過去にこの制度による耐震診断を受けたことのない住宅

対象者

南相馬市内に居住する対象住宅の所有者で、市税などの滞納のない方

診断費用(自己負担金)

一診断につき ７，０００円

（その他、耐震診断者派遣に要する費用は、南相馬市が負担します。）

※自己負担金は、診断作業終了時に耐震診断者へ直接お支払いください。

受け付け戸数

５戸（予定）

※ 応募者多数の場合は抽選となります。また募集期間終了時点で５件に達しない場合、５件に

達するまで募集期間を延長する場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

募集期限

６月１６日（金）

申し込み方法

「南相馬市木造住宅耐震診断申込書」に必要事項を記入し、２部提出してください。

《申し込みに必要なもの》

・申込書 ・建物の案内図 ・建物の平面図

・昭和５６年５月３１日以前に着工されたことを証明する資料（建築確認書の写しなど）

・納税証明書 ・印かん

※ 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅を対象に、耐震改修工事に要する費用の

一部を予算の範囲内で補助します。詳しくは、お問い合わせください。
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南相馬市木造住宅耐震改修支援のご案内

5月15日HP更新

次ページへ続きます

市では、旧耐震基準の木造住宅における地震対策として、耐震改修費用の一部を助成します。

※ 耐震改修工事をご計画の方は、必ず事前相談の上、申請してください。

申請前に工事契約または工事着手した場合は補助対象となりませんのでご注意ください。

対象となる住宅

次の要件をすべて満たす住宅

1. 所有者が自ら居住する住宅

2. 昭和５６年５月３１日以前に着工された一戸建ての住宅

（併用住宅の場合は、住宅の部分の床面積が延べ面積の１/２以上のもの）

3. 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁（ツーバイフォー）工法による木造３階建て以下の住宅

4. 耐震診断を行った結果、耐震基準を満たしていない建物

5. 平成３０年１月末までに、耐震改修工事が完了するもの

対象者

対象となる木造住宅の所有者で、市税などの滞納のない方

対象となる工事

1. 一般耐震改修工事・・・上部構造評点を１．０以上に改修する工事

2. 簡易耐震改修工事・・・上部構造評点を０．７以上１．０未満に改修する工事

3. 部分耐震改修工事・・・寝室など部分的な居室の改修工事（県の技術的基準に適合すること）

※ 設計および工事監理は、建築士の資格を有する方がしてください。

※ 耐震改修工事に関連しない工事費用は補助の対象外となりますので、同時に行う場合は、

見積書の金額を分けて作成してください。

補助金の額

1. 一般耐震改修工事費の1／2以内かつ１００万円以内

2. 簡易耐震改修工事費の1／2以内かつ６０万円以内

3. 部分耐震改修工事費の1／2以内かつ６０万円以内

※ １，０００円未満の端数があるときは切り捨てた額となります。

募集期限

６月３０日(金)

※ 予算に限りがありますので、応募者多数の場合は抽選となります。

また募集期間終了時点で受付件数に達しない場合、募集期間を延長する場合があります。

詳しくはお問い合わせください。
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申し込み方法

「木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書」に必要事項を記入し、１部提出してください。

《申し込みに必要なもの》

(1) 補助金交付申請書

(2) 各種図面（建物の案内図、配置図、平面図(現況・補強後)、基礎伏図、耐震補強詳細図)

(3) 工事着手前の写真

(4) 木造住宅耐震診断報告書の写し

(5) 工事請負契約書・見積書などの写し

(6) 実施設計耐震計算書

(7) 建築士免許証の写し

(8) 納税証明書

(9) 印かん

実績報告および補助金の交付請求

耐震改修工事完了後は、「木造住宅耐震改修支援事業補助金実績報告書」を交付決定年度

内にすみやかに提出してください。

《実績報告に必要なもの》

(1) 実績報告書

(2) 建築士が発行する住宅耐震改修証明書

(3) 耐震改修に要した費用を証するもの（工事に係る領収書などの写し）

(4) 工事写真（施工前・施工中・施工後）

補助金の交付請求書は、「補助金交付請求書」に必要事項を記入し提出してください。

問い合わせ 建設部 建築住宅課 0244-24-5253TEL

今週の番組(60分) ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 平成29年度 第68回相馬野馬追振興 春季競馬大会 [30分]

3. ふるさとCM大賞 作品募集① [30秒]

4. 南相馬市消防団 春季検閲式 [10分]

5. ふるさとCM大賞 作品募集② [30秒]

6. 市役所だより ハーバードケネディスクール学生との意見交換会 [12分]

7. ふるさとCM大賞 作品募集③ [30秒]

8. パノラマ360°～空から見た南相馬市～ [3分]

9. ふるさとCM大賞 作品募集④ [30秒]

10.リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容[5/17～5/24]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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中間貯蔵施設予定地内保管場への輸送ルートについて

5月15日HP更新

問い合わせ 建設課 0246-84-5209TEL

飯舘村の、中間貯蔵施設予定地内保管場への除去土壌等の搬入について、環境省が公表し

ましたのでお知らせします。

平成29年度の輸送（双葉工区へ搬入される市町村）

4月1日

4月1日

4月4日

5月17日

4月6日

4月1日

開始日

1,8946,5005,500 本宮市10

5,72825,5008,000 二本松市9

17,50015,000 福島市8

ー22,000 飯舘村7

ー5,500 国見町12

50016,000 伊達市11

1,2382,5006,500 桑折町13

1,50013,500 川俣町14

学校等輸送通常輸送

ー

ー

500

3,000

ー

ー

3,500

5,000 大玉村15

2,000 新地町6

25,500 南相馬市5

5,000 相馬市4

11,000 葛尾村3

3,14026,000 浪江町2

4,29830,000双葉町1

輸送数量
（m3）

搬出予定量（m3）
市町村名

【問い合わせ先】

■環境省 中間貯蔵施設に係る全般的な問い合わせ窓口 0120-027-582

午前９時～午後６時１５分 ※土・日、祝日除く

■環境省 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の総合窓口 0120-10-1951

午前８時３０分～午後５時１５分 ※土・日、祝日除く

双葉町からのお知らせ

※輸送数量は５月９日時点
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被災自治体News

東日本大震災による建物の被害調査を実施しています【再掲】

5月12日HP更新

この調査は、東日本大震災により被害のあった居住用家屋（以下「住家」といいます。）について、

被災者の申請により調査し、住家の損壊程度について認定した上で、り災証明を発行するもので

す。

対象者

双葉町の帰還困難区域内にあって、り災証明が発行されていない住家、または、り災証明を

発行していても、り災状況が「長期間の居住不能」として発行されている住家にお住まいにな

られていた所有者の方

借家人 ※借家の場合は、貸借契約書の写しを提出していただきます。

り災証明が必要な方

生活再建支援制度など各種制度上必要な方、保険会社への提出される方など。

※ り災証明書は賠償のために東京電力(株)に提出するものではありません。

調査対象物件

調査対象者の方が住んでいた家屋を対象とします。

調査期間

平成２９年１１月までの週２回を基本とします。

※ 申し込み状況および建築士の予定により、希望される期間に調査できない場合がありますが、

調査を希望される住家については、複数年にわたり全て調査する予定ですので、あらかじめ

ご了承ください。

調査内容

調査は、(1)内部および外観調査と(2)外観調査があります。

(1) 内部および外観調査（屋根、壁、傾きなど）は、住家の内部調査も行うため、所有者（借家人）

などの立会いが必要です。立ち会いは、原則、ご本人にお願いしますが、都合によりご本人が

立ち会えない場合は、同一世帯の方の立ち会いをお願いします。

(2) 外観調査は、建物の損壊状況を外観からのみ調査します。

※ 放れ家畜、野生動物やカビなどによる室内の被害などは、本調査の対象となりません。

調査の実施

町が委託した建築士２人が調査します。

調査は、内閣府で定めた災害被害認定基準に基づき、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊

を認定し、り災証明を発行します。

外観調査については、随時調査を実施します。

外観調査の結果に不服のある場合は、再申請により内部および外観調査を依頼できます。

認定結果は、調査後４カ月以内を目安に通知します。

次ページへ続きます
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日程調整

内部および外観調査は、申込書受け付け後に日程を調整し、所有者（借家人）などの立ち会

いのもと調査をします。調査を効率的に実施するため、同じ行政区内で日程を調整させてい

ただきます。

１日で行う調査件数は、５件程度を基本とします。

日程調整の後、調査日を連絡しますので、立ち会いのため一時帰宅の手続きをしてください。

調査の申し込みについて

申込書に必要事項を記入し、以下のものを添付して、窓口に提出するか、郵送してください。

(1) 申込者の運転免許証など、身分証の写し

(2) 借家人が申し込む場合は、貸借契約書の写し

申込書は、いわき事務所と各支所窓口に準備しています。なお、郵送もします。

【申込書類】

家屋被害認定調査申込書（兼 罹災証明申請書）

※ ファックス、電子メールでの受け付けはいたしませんので、あらかじめご了承ください。

【申込先】

〒974-8212 福島県いわき市東田町二丁目19-4

双葉町いわき事務所 戸籍税務課

0246-84-5204TEL

4月30日現在

問い合わせ 震災復興支援課 広域支援対策室 025-282-1759TEL

79村上市

23見附市

19十日町市

9加茂市

18小千谷市

183新発田市

690柏崎市

105三条市

235長岡市

1,169新潟市

人 数市町村

46胎内市

15南魚沼市

9魚沼市

30佐渡市

28阿賀野市

61上越市

22五泉市

7妙高市

2糸魚川市

67燕市

人 数市町村

2,887合 計

-粟島浦村

-関川村

41刈羽村

-津南町

12湯沢町

5出雲崎町

4阿賀町

-田上町

-弥彦村

8聖籠町

人 数市町村

■市町村把握分

2,3463 その他（親戚・知人宅等）

2,8871+2+3（市町村把握分）

4512 借上げ仮設住宅

14 病院

215 社会福祉施設

区 分 人 数

1 公営住宅・雇用促進住宅等 90

合 計 2,909

(3/31 2,979) (3/31 3,001)



市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

双葉町 0246-84-5200

富岡町 0120-33-6466

いわき市 0246-25-0500

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

原町区

小高区

6630南相馬市 計

46

4

1

1

3

7

5

25

世帯数

105

10

5

1

6

17

8

58

人数市町村名

浪江町

双葉町

富岡町

いわき市

郡山市

合 計

三条市に避難している
世帯数と人数(2017.5.17現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

問い合わせ 0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開館時間] 午前9時30分～午後3時

TEL

E-mail
交流ルーム ひばり（総合福祉センター内）

交流ルームひばり通信

５月・６月の『ひばり』

ひばり
午後休み

ひばり
午後休み

茶話会

版画教室

ひばり休み

ひばり休み
浜通り配布

５月１８日

３日２日６月１日３１日３０日２９日２８日

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休みひばり休み

２７日２６日２５日２４日２３日２２日２１日

２０日１９日
★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

土金木水火月日
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